
 

オープニング    
人権作文発表   千代南中学校 
ミ ニ 講 座   坂根政代さん 
演 技 発 表   ＮＰＯ法人十人十色 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 
 
 

人権文化センターだより

発行：鳥取市用瀬人権文化センター（用瀬町民会館内） 電話 0858-87-2447・FAX0858-87-2340  

もちがせ  

 

              

「ものづくり教室」 
日 時    １１月２６日（火） 

１３：３０～１５：００               

内  容   布バラづくり                  

講  師     村上 田鶴子                                     

参加費   ５００円 （材料費込み）    

場  所    用瀬町民会館 

定  員    １０名 （先着順） 

 

           
 

 

 

 

＊ 詳細は、来月１２月号の用瀬町人権尊重文化祭のチラシをご覧ください。 

みなさんのご来場をお待ちしています。 

無 

料 

※ 両教室とも 申し込み締め切り日 11月 18日（月） 

 
。 
 

 

～昼休憩～ 11：30～13：00 バザ

ー 

 
 

開催日：１２月８日（日） 
 午前の部  9：30～11：30 

９：００～１５：３０ 
 

各 団 体 の 
作品展示 

 

 

 

9時～15時 30分 
 

映画上映 「カムイのうた」○ｃシネボイス 
講  師       三谷 昇 さん （アイヌの人たちと共に歩むとっとりの会 代表）  

～私たちには何も許されなかった～ 
内容…語り継がねばならない真実の物語 ― 何一つ許されない、差別と迫害に満ちた 

民族史実が、胸を揺さぶる。 

午後の部 13：0０～15：30  

＊ 問い合わせ先：用瀬人権文化センター ☎  ０８５８－８７－２４４７ 

 

お昼にどうぞ… コーヒー 

カレーライス 焼きそばなど 

「健康づくり教室」 

日 時   １１月２８日（木） 

１0：0０～１1：3０ 

内  容    誰でもできる体操 

講  師   株式会社さんびる 

場  所    用瀬町民会館 

  

http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=8428&sw=%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89


  

 

 

 

 

 

【こちらもご覧ください！】   
本市ホームページで市内にある全ての人権福祉センターの広報紙を 

ご覧いただけます。 ぜひ、ご覧ください！    閲覧はこちらをアクセス  

 

 

                 所長のつぶやき 
     すごいですねぇ～、鳥取県から総理大臣の誕生。これから地方創生に向けて、地方に活力と

潤いのある政治に期待しています。 

ところで、めっきり涼しくなりましたね。去年もそうでしたが、酷暑の夏から一気に秋を飛び越えて冬に

なる気配がします。もっとも、11月 7日は「立冬」ですから、暦の上ではもう冬です。皆さん、体調管理

に気を付けましょうね。 

  さて、先月号にもつぶやきましたが、またまたやりました。「用瀬・佐治・河原の三町交流グランドゴル

フ大会」(約 90名参加)で 3位に入りました。打数は 2ラウンドで 34打数です。 

さあ～、11月は大相撲九州場所が始まります。先場所は「琴桜」も「伯桜鵬」も 8勝 7敗で辛うじ

て勝ち越しましたが、もう少し頑張ってほしいですねぇ。大関になった「大の里」は強いですね。災害が続

く能登地方の皆さんには、励みになることと思います。 

偶数月は年金。奇数月は大相撲。そして夕方、「水戸黄門」を見ながら晩酌です。皆さん、楽しみに向

かって生活しましょうね。 
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※ 児童虐待防止法では、私たち市民にも通告する義務があります。 

 
  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

行  事  内  容 日     時 場   所 

人  権  相  談  日 8日(金)  １０時～１２時 用瀬町民会館 

創 作 教 室 ２６日(火)  １３時３０分～１５時 用瀬町民会館 

健 康 づ く り 教 室 2８日(木)  １0時 0０分～１１：30時 用瀬町民会館 

１１ 月 の 予 定 

 

 

 

 

2 月 の 予 定 

 

 

 

１ １ 月 は 児 童 虐 待 防 止 推 進 月 間 で す 
～ 児 童 虐 待 は 社 会 全 体 で 解 決 す べ き 問 題 で す ～ 

こんな時は 

すぐお電話を 

１８９
い ち は や く

番へ 

・あの子、もしかしたら虐待を受けているかしら。 

・近くに子育てで悩んでいる人がいる。 

・子育てに悩んで、つい子どもにあたってしまう。 

※全国共通３桁ダイヤル（通話料無料）です。地域の児童相談所につながります。 

         

（厚生労働省より参照） 

         

用瀬小学校 (昨年度 )６年生の人権標語作品です。 


